
　
　
成
20
年
度
の
保
険
料
の
お
支
払

　
　
い
が
、
保
険
料
軽
減
措
置
（
均

等
割
８
・
５
割
軽
減
、
所
得
割
５
割

軽
減
）
に
よ
り
平
成
20
年
８
月
の
年

金
か
ら
の
お
支
払
い
を
も
っ
て
、
年

間
保
険
料
の
お
支
払
い
が
終
わ
っ
て

い
た
方
が
、
今
年
度
の
保
険
料
を
年

金
か
ら
の
お
支
払
い
と
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
９
月
ま
で
は
納
入
通
知
書

又
は
口
座
振
替
に
よ
る
お
支
払
い
と

な
り
、
10
月
か
ら
は
年
金
か
ら
の
お

支
払
い
へ
と
年
度
途
中
で
変
わ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
（
手

続
き
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
）

　
今
年
度
の
保
険
料
の
お
支
払
い
方

法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
す
で
に
お
送

り
し
て
い
ま
す
平
成
21
年
度
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通
知
書
に
よ

り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
へ
の
変
更
を
ご
希
望
さ

れ
る
方
は
住
民
課
国
保
医
療
係
、
洞

爺
総
合
支
所
、
温
泉
支
所
各
窓
口
へ

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

 
口
座
振
替
へ
変
更
し
て
も
、
年
間

　
の
保
険
料
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

 
既
に
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
か
ら

　
口
座
振
替
へ
の
変
更
手
続
き
を
さ

　
れ
て
い
る
方
は
、
改
め
て
お
申
し

　
出
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
を
口
座

　
振
替
に
よ
る
お
支
払
い
を
さ
れ
て

　
い
た
方
も
、
長
寿
医
療
制
度
へ
加

　
入
さ
れ
た
場
合
は
、
お
手
数
で
す

　
が
、
再
度
口
座
振
替
の
手
続
き
が

　
必
要
と
な
り
ま
す
。

 
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
な
ど
か
ら

　
口
座
振
替
に
変
更
と
な
る
時
期
は

　
お
申
し
出
の
時
期
に
よ
り
異
な
り

　
ま
す
。

 
保
険
料
の
支
払
い
額
は
、
所
得
税

　
や
個
人
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控

　
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

　
加
入
者
本
人
以
外
の
口
座
か
ら
お

　
支
払
い
の
場
合
は
、
支
払
わ
れ
た

　
方
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

　
な
り
ま
す
。

 
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
な
ど
か
ら

　
口
座
振
替
へ
の
変
更
を
希
望
さ
れ

　
な
い
方
は
、
お
手
続
き
の
必
要
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。

昨
年
10
月
以
降
、
年
金
か
ら
の
保
険
料
の
お
支
払
い
が
な
か
っ
た
方
は
、
今
年
度

の
保
険
料
の
お
支
払
い
方
法
が
年
度
途
中
で
変
わ
り
ま
す
。■

保
険
料
の
お
支
払
い
方
法

を「
口
座
振
替
」に
変
更
で
き

ま
す
。

例）平成20年８月の年金からのお支払いで、平成20年度保険料のお支払いが終わっている方

■平成20年度
【平成20年度　当初　保険料納期別内訳】　　　　　 　（単位：円）

■平成21年度
【平成21年度　当初　保険料納期別内訳】　　　　　　（単位：円）

【平成20年度　変更後　保険料納期別内訳】　　　　　（単位：円）

年金からのお支払い

保険料軽減区分

均等割７割軽減

４月

2,100

６月

2,100

８月

2,100

10月

2,200

12月

2,200

２月

2,200

20年度保険料

12,900

年金からのお支払い 軽減措置の変更により８月の年
金でお支払いが終わりました。

保険料軽減区分

均等割8.5割軽減

４月

2,100

６月

2,100

８月

2,100

10月

0

12月

0

２月

0

20年度保険料

6,300

９月分までは、納入通
知書又は口座振替によ
りお支払いください。

10月以降は、年金から
のお支払いとなります。
（口座振替に変更され
ている方は除きます。）

保険料軽減区分

均等割8.5割軽減

７月

1,000

８月

1,000

９月

1,000

10月

1,100

12月

1,100

２月

1,100

20年度保険料

6,300

平成20年度の途中で保険料額
が12,900円から6,300円に変
わりました。

平成20年度の年度途中における保険料軽減措
置の変更により、８月の年金からのお支払い
で平成20年度保険料のお支払いが終わること
となりました。

７割軽減が
8.5割軽減へ


